
 

 研 修 支 援 

（農業を始めたいと考えている方） 

経 営 支 援 

（農業を始める方・始めたい方） 

国・県の

事 業 

【研修支援】農業次世代人材投資事業交付金（準

備型） 

○対象：原則５０歳未満で農業経営者となる 

ことに強い意欲がある方 

 ※「研修終了後１年以内の就農」など、各種 

要件あり 

○交付額：年１５０万円 

○期間：最長２年間 

【研修支援】農の雇用事業 

農業法人等が行う雇用研修に対し、研修費を

助成する 

○助成額（最長２４ヶ月） 

  研修生１人当たり 月額最大 97,000円 

  指導者研修費 年額最大 120,000円 

【経営支援】農業次世代人材投資事業交付金（経営

開始型） 

○対象：原則５０歳未満で、独立・自営就農した 

方 

 ※「青年等就農計画の認定」など、各種要件あり 

○交付額：年１５０万円 

（夫婦経営は年額２２５万円） 

 ※前年の所得により変動あり 

○期間：最長５年間 

【資金貸付】就農支援資金 

 青年等就農計画の認定を受けた方を対象に、無利

子で貸付けする（就農準備資金、就農施設等資金） 

町 の 事

業 

 【就農計画】青年等就農計画の作成支援･認定 

新規就農者が作成する計画を作成支援し、町が認

定する 

【経営支援】三春町新規就農者応援給付金 

○対象：青年等就農計画の認定を受けた者で、 

認定時の年齢が６５歳未満の方 

○交付額：認定時＝３０万円、１年後＝２０万円、 

２年後＝１０万円 

三春町新規就農者等住居費補助金交付 

 〇対象：三春町内で独立就農し、若しくは三春町内の農業法人等に就農し、又は、三春町内の就農 

に係る研修を受講している方でその期間が２年を超えないもので、三春町内に転入した 

満５０歳未満の方 

※三春町新規就農者応援給付金を受けない者 

 〇補助金額：家賃月額の 1/2以内で、月額２万円を限度とする 

 〇期間：申請から２４か月間 

 〇町民税等の滞納がないこと 

た む ら

の新・農

業 人 サ

ポ ー ト

協議会 

【研修先】◇㈱OFｓ-Link 大内俊昌 

      ｷｭｳﾘ・ﾄﾏﾄの栽培管理、出荷、 

調整全般 

◇㈱JA アグリサポートたむら 

 ２年間の施設園芸の実践研修     

【経営支援】 

 ・栽培技術や経営など各種研修会開催、 

誘導 

  

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

               三春町役場 産業課 農林グループ 

           電話 0247-62-2112 E-mail:norin@town.miharu.fukushima.jp 


